
様式第 1 号（第 4 条関係） 

給水装置工事申請書（給水装置台帳） 
 

水栓番号  メーター番号  受付印 

給水装置 

設置場所 
桜川市  

加 入 口 径  ㎜ 

 
配水管口径 ㎜ 

申 込 者  

（所有者） 

住  所  

工
事
種
別 

□  新 設 

□  改 造 

□  変 更 

□  撤 去 

フリガナ  

氏  名  受水槽設置の有無 

電話番号 （      ）      ―       有 ・ 無 

誓約事項 

１ 水道法、桜川市水道事業給水条例等の規定を遵守します。 

２ 他の利害関係人から異議あるときは、すべて私が責任を負いこれを処理し、市に対して一切異議申し立ていたしません。 

３ 他人の土地に給水装置を設置し、又は他人が所有する給水装置を使用若しくは撤去する場合（民法第２１３条の２又は第２１３条の５の適用）は、あら 

  かじめ、その土地又は給水装置の所有者に対し、工事の目的、場所及び方法を通知します。 

４ 工事完了後、給水装置所有権に変更が生じた場合、本給水装置に関する権利義務の一切を継承します。 
 

（署名又は記名押印）                         

指定給水 

装置工事 

事 業 者 

桜水指定 第         号 

給水装置工事 

主 任 技 術 者 

免許交付番号  

商  号 

代 表 者 
 氏 名  

品名 規格 単位 設計員数 

道
路
占
用
関
係 

市 

道 

占用路線名  

    許 可 番 号   

    許可年月日  

    

国
・
県
道 

占用路線名  

    許 可 番 号   

    許可年月日  

    

利
害
関
係
の
同
意 

※
１ 

土 地 

建 物 

支 分 

住 所  

    氏 名  印 

    土 地 

建 物 

支 分 

住 所  

    氏 名  印 

    土 地 

建 物 

支 分 

住 所  

    氏 名  印 

    土 地 

建 物 

支 分 

住 所  

    氏 名  印 

    

納 

入 

金 

項   目 金 額 納付日 

    加 入 金  / 

    手数料（設計審査等）  / 

確 

認 

欄 

課長 課長補佐 係長 担 当   / 

    

計   

常圧測定  Mpa 

※同意を得る必要があるときは、水道課とよく協議すること。 
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